
  
 

  

 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

別紙 11 「Dropbox」（以下「 Dropbox 個別規定」といいます）

第１条 (目的およびサービス内容) 

1． 弊社は、別紙 11-別表 1 に記載のサービスのうち契約者が申込書上で選択した
「Dropbox」サービス（以下「 Dropbox」といいます）を以下の形態で契約者に提
供します。 

(１) 「Dropbox」の利用権の再販
弊社は、契約者に対し、「Dropbox」を利用するために必要となる、
「Dropbox 」提供元から利用許諾を受けうる権利（以下「 Dropbox の利用
権」といいます）を再販売します。なお、契約者は、購入した「 Dropbox」の
利用権に基づき、別途「 Dropbox」提供元から利用許諾を受ける必要がありま
す。「Dropbox」提供元は、別紙 11-別表 3(1)に記載します。 

2． 契約者は、別紙  11-別表  3(2)に記載の「  Dropbox」提供元が定める規約（以下
「Dropbox 規約等」といいます）に同意の上、「Dropbox」の利用権再販契約および 

OEM提供契約（以下「Dropbox利用権再販契約等」といいます）にお申し込み頂い
たものとし、「Dropbox」のご利用にあたっては Dropbox 規約等および本規約を遵守
するものとします。なお、 Dropbox 規約等と本規約に異なる定めがあった場合は、
本規約を優先するものとします。 

3． 契約者が弊社と特約を締結した場合は、特約が Dropbox 規約等および本規約に優先
します。なお、特約に定めのない事項については、 Dropbox 規約等および本規約が
適用されます。 

4． サービス内容および提供条件は、 Dropbox 規約等および本規約に記載の内容の通り
とします。

第２条 (使用権許諾の範囲) 

1． 契約者は、Dropbox 規約等および本規約に定める諸条件のもとに、「Dropbox」に含
まれるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等の非独占的、譲渡不
能なライセンスを有償で使用することを、「Dropbox」提供元より許諾されます。 

Dropbox 規約等および本規約により明確に定められたもの以外のすべての知的財産
権は、ライセンス提供元に留保されています。 

2． 「Dropbox」に関わるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等コン
テンツに関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権は、
「Dropbox」提供元またはそのライセンサーが保有し日本国著作権法その他関連す
る法律および国際条約によって保護されています。

第３条 (契約者データの保管、保持期限) 



 

 
 

 
 

  

 

 
 

   
  

   
 

 
  

 
 

 
  

 

 
 
  

1． 弊社は、「Dropbox」において契約者が保管したデータを、「Dropbox」および前提
サービスにおいてデータが保管された時から、 Dropbox 規約等および本規約に記載
の条件に従い保管、保持します。ただし、 Dropbox 規約等および本規約に保管期間
の定めがある場合でも、サービス利用の契約等が終了した場合または前提サービス
の契約等が終了した場合は、保管期間は契約終了までとします。 

2． 前項の保管期間が過ぎたデータは、提供元の定める方法に基づき速やかに個人版 

Dropbox に移行します。なお、個人版 Dropbox の容量を超過している場合は、読み
取り専用となります。

第４条 (契約更新) 

1． 基本サービスのサービス開始日は手続き完了メールの送信日、課金開始日はサービ
ス開始日です。 

2． 基本サービスの初回契約時の契約期間は課金開始日を起点とし課金開始日から 12 カ
月後の 23：59 とし、課金開始日を契約更新日とします。なお、翌年以降の契約期間
は、翌年の契約更新日から 12カ月後とし、以降も同様に更新されるものとします。
例）手続き完了メール送信日が 2016 年 5 月 11 日の場合
契約期間： 2016 年 5 月 11 日から 2017 年 5 月 10 日まで。 

3． 基本サービスの最低利用期間は、初回契約時の契約期間と同一の期間です。なお、
最低利用期間内にアカウント追加された場合も、最低利用期間が適用されます。 

4． アカウント追加の場合、追加希望日の 8 営業日前までに、契約者が所定の文書にて
申請した場合はこれを受理します。契約期間は追加申込日を起点とし追加申込日から
既存契約の契約期間満了日までの期間です。 

5． 契約期間満了日の２カ月前までに、所定の文章にて契約を更新しない旨を契約者が
弊社に申出なければ、契約は自動的に更に 12 カ月間更新されるものとします。 

6． プラン変更およびアカウントの減数を行う場合、契約更新日の 2 カ月前までに、契
約者が所定の文書にて申請した場合はこれを受理し、契約更新日より変更後の契約
内容が適用されます。申請がない場合、契約は自動的に更に 12 カ月間更新されるも
のとします。なお、アカウントの減数に伴うユーザーアカウントの削除は、更新日
の前日までに契約者が実施するものとします。



  
 

  
  
  
   
   
  

 
 

   
  

 
  

別紙11-別表１ サービス一覧
〇基本サービス
・ Dropbox Standard
・ Dropbox Advanced
・ Dropbox Enterprise
・ Dropbox Business *1
・ Dropbox Business Plus *1
・ *1：2025 年 5 月 30 日にて新規受付を終了しました。

〇オプションサービス
・ 1TB storage pack
・ Dropbox Replay 



  
 

  
 

 
   
   
   

   
   

 
  

  

  
 
 

   
 

 
  

    
     
     
     

   
   

   
  
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 

別紙 11-別表２ 料金表（税抜額）

基本サービス 料金(テナント毎)
年額料金 

(アカウント毎) 
Dropbox Standard 20,000 円 個別見積 

Dropbox Advanced 20,000 円 個別見積 

Dropbox Enterprise 20,000 円 個別見積 

Dropbox Business 20,000 円 個別見積 

Dropbox Business Plus 20,000 円 個別見積

オプションサービス 料金 

1TB storage pack 12,000円 

Dropbox Replay 
14,400円/年 

(アカウント毎 ) 

※Advanced, Business, Business Plus 向けのオプションサービスです。 

※Dropbox Replay は、Plus 以上のプランでご利用頂けます。

その他費用 料金 

Dropboxらくらく導入支援 *1 *8 50,000円 

Dropbox AD連携作業 *2 *8 240,000円 

Dropbox ユーザ向けトレーニング *3 *8 107,000円 

Dropbox NASデータ連携＆同期設定 *4 *8 107,000円 

Smart管理者トレーニングパック *5 個別見積 

Smartユーザートレーニングパック *6 個別見積 

Smartシンプル設定パック *7 個別見積
※アカウント発行後のキャンセルはお受けできません。 

*1 下記条件にて交通費、宿泊費 (日帰りが難しい場合)が別途発生します。
・ 東京、埼玉、千葉、神奈川の４県については、東京駅より片道 500 円(税抜)を超過

する交通費について実費精算致します。
・ 東京、埼玉、千葉、神奈川以外の道府県については、別途定める道府県ごとの出張

費定価表をもとに算出し、御見積に含めてご提示いたします。
・ 早朝や業務時間終了後など開催時間の都合によって宿泊が発生する場合、1 泊あた

り 1 万 1 千円（税込）を御見積に含めてご提示いたします。 

*2 提供条件は下記の通りです。
・ 連携する AD はオンプレミスの AD となります。 Microsoft Entra ID は対象外とな

ります。



 

 
  
 

 
 

 
  

 

 

  
 

 
 

 
  
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

  
  
 

・ ADFS やサードバーティ製品を利用した認証連携設定 (SSO)は本作業に含みませ
ん。

・ 連携する ID（アカウント）数が、1,000 までを対象とします。
・ ヒアリングから現況調査、設計、パラメタシート作成、構築までを含んだ価格とな

ります。尚、構築は Dropbox 社が提供するツール部分のみとし、ツールのインス
トールや AD 周りの設定変更など、ツール以外の設定や操作は一切実施いたしませ
ん。

・ 構築に伴い、ハードウェア等の調達が必要となった場合は、お客様側で別途ご準備
いただきます。また、ネットワーク等、お客様環境の問題にて構築できない場合の
設定変更作業等は含みません。 

*3 提供条件は下記の通りです。
・ 実技形式のトレーニングを希望する場合には、受講者の PC やネットワークはお客

様にてご用意をいただき、1 回あたり 20 名以内での開催を推奨いたします。 

(20 名より多くなる場合は、お客様側で補助要員のアサインをお願いいたしま
す。)

・ 提供事業者で用意が難しい環境（ハード、ブラウザ、アプリ）や、Dropbox 以外
のサービス（SSO などのサードパーティ製品）については、原則トレーニング対
応はいたしません。

・ トレーニング資料は、らくらく導入時の既存資料を使用し、カスタマイズや資料納
品後の更新は行いません。

・ トレーニング内容の事前打ち合わせは 1 回のみとします。
・ トレーニングの際、提供事業者で用意するものは講師用 PC、モバイルルータのみ

となります。受講者用 PC やプロジェクター（関連ケーブル）、印刷した資料やマ
イクなど適宜お客様にてご用意ください。 

*4 提供条件は下記の通りです。
・ アイ･オー･データ機器社製、またはバッファロー社製の Dropbox 連携機能に対応

している NAS が対象です。対象外の NAS については対応ができかねます。
・ ヒアリング、パラメタシート作成、構築、同期までを含んだ価格となります。尚、 

Dropbox との連携に係る部分以外の作業は含みませんので、ご了承ください。
・ 構築に伴い、ハードウェア等の調達が必要となった場合は、お客様側で別途ご準備

いただきます。また、ネットワーク等、お客様環境の問題にて構築できない場合の
設定変更作業等は含みません。 

*5 提供条件は下記の通りです。
・ Zoom を利用したリモート形式でのみサービスを提供します。
・ 実施日は、Dropbox の開通日以降をご指定ください。
・ Dropbox 環境開通日に、契約時に申請したメールアドレス宛に開通メールが配信



 
 

 
  

  
 

 
 

 
  

 
  

  
  
 

 
 

 
  

 
 

 
 
  

されます。
・ 管理者向けのサービスとなります。参加ユーザには Dropbox の管理者権限が必要

です。 

*6 提供条件は下記の通りです。
・ Zoom を利用したリモート形式でのみサービスを提供します。
・ ご利用されている環境を使用するため、参加ユーザに Dropbox の招待メールが配

信されていることが前提です。
・ トレーニングは座学形式と実技形式を選択頂くことが可能ですが、実技形式の場合

には、受講者の PC やネットワークはお客様にてご用意を頂きご参加頂きます。
・ 実技形式の場合、1 回あたり 20 名迄での開催とします。 

(20 名より多くなる場合は、お客様側で補助要員のアサインをお願いいたしま
す。 ) 

*7 提供条件は下記の通りです。
・ 電話及び Zoom を利用したリモート形式でのみサービスを提供します。 (質疑応答)
・ 実施日は、Dropbox の開通日以降をご指定ください。
・ Dropbox 環境開通日に、契約時に申請したメールアドレス宛に開通メールが配信

されます。
・ 事前に Dropbox の管理コンソール設定にて「リセラーサポート」を「オン」にし

ていただきます。 

*8 2022 年 4 月 30 日にて新規受付を終了いたしました。

〇その他費用
キャンセル料金(アカウント発行前の場合)：20,000 円



 
  
  
 

 
 

 
     

 
 
  

【注意事項】
・ 初回申込時には、3 アカウント以上のお申し込みが必要です。
・ 基本サービスは、課金開始月有料、解約月有料です。なお、日割りは行いません。
・ 途中でアカウント数が増えた場合のサービス開始月は申込月、課金開始月はサービ

ス開始月です。
・ 途中でアカウント数が増えた場合は、課金開始月有料、解約月有料です。なお、日

割りは行いません。
・ Advanced は、1 チーム最大 1,000TB を上限として 1 ライセンスあたり 5TB の容

量を付与いたします。



 

 
 
 

 
  
  
   

  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

別紙 11-別表 3 商流と契約関係

利用権の仕入
「Dropbox」
提供元

弊社

お客様

「Dropbox」の利用許諾利用権の再販
「Dropbox」の提供

利用権の再販

凡例 

(1) サービス提供元： Dropbox International Unlimited Company 
(2) サポート提供元： SB C&S 株式会社 

(3) 規約：Dropbox 利用規約、 

Dropbox プライバシーポリシー、 

Dropbox サービス契約書、
当社の DMCA に関するポリシー、 

Dropbox の利用目的に関する制限（ AUP）、
サービス販売条件書：Dropbox 


	第１条 (目的およびサービス内容)
	1． 弊社は、別紙11-別表1に記載のサービスのうち契約者が申込書上で選択した「Dropbox」サービス（以下「Dropbox」といいます）を以下の形態で契約者に提供します。
	(１)  「Dropbox」の利用権の再販 弊社は、契約者に対し、「Dropbox」を利用するために必要となる、「Dropbox 」提供元から利用許諾を受けうる権利（以下「Dropboxの利用権」といいます）を再販売します。なお、契約者は、購入した「Dropbox」の利用権に基づき、別途「Dropbox」提供元から利用許諾を受ける必要があります。「Dropbox」提供元は、別紙11-別表3(1)に記載します。

	2． 契約者は、別紙11-別表3(2)に記載の「Dropbox」提供元が定める規約（以下「Dropbox 規約等」といいます）に同意の上、「Dropbox」の利用権再販契約およびOEM提供契約（以下「Dropbox利用権再販契約等」といいます）にお申し込み頂いたものとし、「Dropbox」のご利用にあたってはDropbox 規約等および本規約を遵守するものとします。なお、Dropbox規約等と本規約に異なる定めがあった場合は、本規約を優先するものとします。
	3． 契約者が弊社と特約を締結した場合は、特約がDropbox規約等および本規約に優先します。なお、特約に定めのない事項については、Dropbox規約等および本規約が適用されます。
	4． サービス内容および提供条件は、Dropbox規約等および本規約に記載の内容の通りとします。

	第２条 (使用権許諾の範囲)
	1． 契約者は、Dropbox規約等および本規約に定める諸条件のもとに、「Dropbox」に含まれるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等の非独占的、譲渡不能なライセンスを有償で使用することを、「Dropbox」提供元より許諾されます。Dropbox規約等および本規約により明確に定められたもの以外のすべての知的財産権は、ライセンス提供元に留保されています。
	2． 「Dropbox」に関わるソフトウェア、ドキュメント、組み込まれたイメージ等コンテンツに関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権は、「Dropbox」提供元またはそのライセンサーが保有し日本国著作権法その他関連する法律および国際条約によって保護されています。

	第３条 (契約者データの保管、保持期限)
	1． 弊社は、「Dropbox」において契約者が保管したデータを、「Dropbox」および前提サービスにおいてデータが保管された時から、Dropbox規約等および本規約に記載の条件に従い保管、保持します。ただし、Dropbox規約等および本規約に保管期間の定めがある場合でも、サービス利用の契約等が終了した場合または前提サービスの契約等が終了した場合は、保管期間は契約終了までとします。
	2． 前項の保管期間が過ぎたデータは、提供元の定める方法に基づき速やかに個人版Dropboxに移行します。なお、個人版Dropboxの容量を超過している場合は、読み取り専用となります。

	第４条 (契約更新)
	1． 基本サービスのサービス開始日は手続き完了メールの送信日、課金開始日はサービス開始日です。
	2． 基本サービスの初回契約時の契約期間は課金開始日を起点とし課金開始日から12カ月後の23：59とし、課金開始日を契約更新日とします。なお、翌年以降の契約期間は、 翌年の契約更新日から 12カ月後とし、以降も同様に更新されるものとします。
	3． 基本サービスの最低利用期間は、初回契約時の契約期間と同一の期間です。なお、最低利用期間内にアカウント追加された場合も、最低利用期間が適用されます。
	4． アカウント追加の場合、追加希望日の 8営業日前までに、契約者が所定の文書にて申請した場合はこれを受理します。契約期間は追加申込日を起点とし追加申込日から既存契約の契約期間満了日までの期間です。
	5． 契約期間満了日の２カ月前までに、所定の文章にて契約を更新しない旨を契約者が弊社に申出なければ、契約は自動的に更に12カ月間更新されるものとします。
	6． プラン変更およびアカウントの減数を行う場合、契約更新日の 2 カ月前までに、契約者が所定の文書にて申請した場合はこれを受理し、契約更新日より変更後の契約内容が適用されます。申請がない場合、契約は自動的に更に 12カ月間更新されるものとします。なお、アカウントの減数に伴うユーザーアカウントの削除は、更新日の前日までに契約者が実施するものとします。




